
○白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金交付要綱 

令和７年４月１日 

告示第２８号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、白老町内（以下「町内」という。）の福祉事業所に従事する福

祉介護職員の資質向上と安定的な人材確保を図り、もって、障がい者や高齢者が安

心して暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的として、町内事業所

及び町内の事業所に就労する者を対象に、予算の範囲内で補助金を交付することに

ついて、白老町補助金等交付規則（平成７年規則第８号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 福祉事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）又は

介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく事業を実施する町内の事業所又

は施設をいう。 

(2) 福祉介護職員 福祉事業所に勤務し、障がい者や高齢者等の家庭を訪問して

生活介助及び身体介護を行う者又は事業所若しくは施設において利用者に対す

る入浴、排せつ、食事等の介護等の業務に従事する者をいう。 

(3) 外国人介護人材 在留資格「特定技能１号（出入国管理及び難民認定法第７

条第１項第２号の基準を定める省令（平成２年法務省令第１６号）及び特定技能

雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令（平成３１年法

務省令第５号）の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の

特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令（平成３１年法務省

告示第６号）第１項第１号に規定する特定技能に限る。）」を持つ外国人のこと

をいう。 

(4) 福祉有償運送者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第７８条第２号

に定める自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令

第７５号）第４９条第２号に定められており、移動に制約のある者に対して、ド

ア・ツー・ドアの個別輸送サービス（乗降介助を含む。）を行う者をいう。 

（補助金の種類、対象及び支給要件） 

第３条 補助金の種類、対象及び支給要件は、別表第１のとおりとする。 

（補助金の額及び交付方法） 

第４条 補助金の額及び交付方法は、別表第２のとおりとする。 

２ 補助金額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 



（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者又は事業所（以下「申請者」という。）は、

白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金交付申請書（様式第１号）に別表第２

の補助金の種類に応じ、雇用証明書（様式第２号）、誓約兼同意書（様式第３号）

及びその他必要書類を添えて、申請の期限までに町長に提出しなければならない。 

（補助金交付決定及び額の確定） 

第６条 町長は、前条の申請書を受理したときには、その内容を審査し、適当と認め

るときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、白老町未来につなぐ福祉人材応

援事業補助金交付決定及び額確定通知書（様式第４号）により、申請から２ヶ月以

内に申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第７条 前条の通知を受けた申請者は、補助金の交付請求をしようとするときは、白

老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金交付請求書（様式第５号）を町長に提出

しなければならない。 

（補助金の返還） 

第８条 町長は、交付決定者が虚偽の申請をし、又は不正に補助金の交付を受けたと

きは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還さ

せることができる。ただし、町長がやむを得ない事情があるものとして認める場合

はこの限りではない。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

（白老町福祉介護人材確保対策事業補助金交付要綱及び白老町福祉・介護職新規就

業準備金交付要綱の廃止） 

２ 次に掲げる告示は、廃止する。 

(1) 白老町福祉介護人材確保対策事業補助金交付要綱（令和５年７月１日告示第

４０号） 

(2) 白老町福祉・介護職新規就業準備金交付要綱（令和６年４月１日告示第８号） 

   附 則 

 この告示は、令和８年５月１日から施行する。 

 



別表第１（第３条関係） 

補助金の種類 支給要件 対象 

福祉介護職新規就業

準備金 

第１号及び第２号又は第３号の要件を満たすこと。 

(1) 町内で開催される介護入門的研修、生活援助従事者

研修、介護職員初任者研修のいずれかの研修を修了し

ていること。 

(2) 町内に住所を有する者で、町内事業所に就業してい

ること又は就業する予定であること。 

(3) 町内の高等学校に在籍している者で、町内事業所に

就業する予定であること。 

初任者研修

等修了後、町

内事業所に

就労する者 

介護従

事者支

援金 

１ 町内移

住者就労

支援金 

次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 

(1) 本町に転入する直前に連続して２年以上町外に居

住していた者であって、町内の福祉事業所に勤務する

ために転居した者であること。 

(2) 町内の福祉事業所に連続して６か月以上勤務して

いること。（外国人介護人材として入職した者につい

ては、３６か月以上勤務していること。） 

(3) 申請時に町内に居住し、町内事業所に継続して就労

していること。 

(4) 町税等の滞納がないこと。 

町外から町

内に移住し

町内の福祉

事業所に就

労した者、資

質向上に必

要な研修を

受講した者、

町内の訪問

介護事業所

に継続して

就労してい

る者又は支

給要件を満

たす町内の

福祉事業所 

２ 外国人

介護人材

生活応援

支援金 

次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 

(1) 本町に転入する直前に連続して２年以上町外に居

住し、町内に住所を有する外国人介護人材を雇用し、

又は雇用することが見込まれる町内の福祉事業所であ

ること。 

(2) 町税等の滞納がないこと。 

３ 訪問介

護従事者

応援支援

金 

次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 

(1) 町内の訪問介護事業所に勤務し、前年度の月平均就

労時間数が６０時間を超えていること。 

(2) 従事者の居住地は問わない。 

４ キャリ

アアップ

研修受講

支援金 

次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 

(1) 町内に住所を有し生活拠点を置いていること。 

(2) 町内の福祉事業所に連続して６か月以上勤務し、又

は勤務することが見込まれていること。 

(3) 町税等の滞納がないこと。 

(4) 対象経費は、研修等の受講又は資格の取得及び更新

に要する受講料、教材費、受験料、研修費用、郵便料、

登録免許税及び登録手数料（以下「受講料等」という。）

とし、福祉事業所及び他の機関等から受講料等の補助

を受けている場合は、対象経費からその額を除いた額

とする。なお、介護福祉士、社会福祉士等の資格取得

に要する受講料等については、当該資格の登録が完了

しなければ対象経費としない。 



外国人介護人材雇用

費助成金 

次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 

(1) 本町に転入する直前に連続して２年以上町外に居

住し、町内に住所を有する外国人介護人材を３か月以

上雇用し、又は雇用することが見込まれること。 

(2) 町税等の滞納がないこと。 

外国人介護

人材を雇用

する福祉事

業所 

訪問介

護事業

支援金 

燃料費補助

金 

町税等の滞納がないこと。 町内に事業

所を置く訪

問介護事業

所 

初期対応困

難者補助金 

次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 

(1) 訪問介護開始時、介護保険、障がい福祉サービスに

おいて「２人介護」には該当しないが、対応困難なケ

ースに限り、町が２人での支援が必要と判断した者で

あること。 

(2) 支援対象者は、白老町に住所を有する者に限る。 

町内外に事

業所を置く

訪問介護事

業所 

福祉有

償運送

事業支

援金 

燃料費補助

金 

町税等の滞納がないこと。 町内に事業

所を置く福

祉有償運送

者 

車両保険料

補助金 

次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 

(1) 福祉有償運送で使用する車両に限る。 

(2) 他制度等から同様の補助対象となる車両は除く。 

(3) 町税等の滞納がないこと。 

 

別表第２（第４条関係） 

補助金の種類 補助金の額 添付書類 申請期限等 

福祉介護職新

規就業準備金 

当該年度において１人１回限

りとし、一律５万円 

(1) 雇用（予定）証明書（様

式第２号） 

(2) 誓約兼同意書（様式第３

号） 

(3) 研修修了証の写し 

(4) その他町長が必要と認

める書類 

研修を修了し

た日の翌日か

ら起算し６か

月以内又は当

該年度の３月

３１日までの

うち、いずれか

早い日 

介護従事者支

援金 

１ 町内移住者就労支援金 

当該年度において１人

１回限りとし、一律１０万

円 

(1) 雇用（予定）証明書（様

式第２号） 

(2) 誓約兼同意書（様式第３

号） 

(3) 町内に居住しているこ

とを証明する書類の写し 

(4) その他町長が必要と認

める書類 

通年 

施行日以降に

就労した者（外

国人について

は、令和４年４

月１日以降に

就労した者）

が、申請できる

ものとする。 

２ 外国人介護人材生活応援

支援金 

(1) 雇用（予定）証明書（様

式第２号） 

該当者入職日

から１４日以



当該年度において１人

１回限りとし、一律３万円 

同一福祉事業所につき、

当該年度において３人分を

上限とする。 

(2) 誓約兼同意書（様式第３

号） 

(3) 外国人介護人材が町内

に居住していることを証明

する書類の写し 

(4) その他町長が必要と認

める書類 

内 

３ 訪問介護従事者応援支援

金 

(1) 月就労時間数１２０

時間以上の者 一律１

０万円 

(2) 月就労時間数６０時

間以上１２０時間未満

の者 一律５万円 

（年度内１回限りの補助と

し、１人３か年までの補助を

上限とする。） 

(1) 雇用（予定）証明書（様

式第２号） 

(2) 誓約兼同意書（様式第３

号） 

(3) 前年度の源泉徴収証又

は前年度収入がわかる書類 

(4) その他町長が必要と認

める書類 

現年度の９月

３０日まで 

前年度分のみ

申請可能とす

る。 

４ キャリアアップ研修受講

支援金 

自己負担額の１０分の

１０以内。ただし、５万円

を上限とする。 

(1) 雇用（予定）証明書（様

式第２号） 

(2) 誓約兼同意書（様式第３

号） 

(3) 町内に居住しているこ

とを証明する書類の写し 

(4) 修了証明書又は受講終

了を証明する書類の写し 

(5) 資格取得を証明する書

類の写し 

(6) 受講料等の領収書の写

し 

(7) 福祉事業所及び他の機

関等から受講料等の補助を

受けている場合は、その補

助金額を確認できる書類の

写し 

研修修了後又

は資格登録後

６か月以内 

外国人介護人

材雇用費助成

金 

初期費用（在留資格申請、人

材紹介料等）の２分の１以内 

ただし、１人あたり３０万円

を上限とし、同一福祉事業所

につき、当該年度において２

人分を上限とする。 

(1) 雇用（予定）証明書（様

式第２号） 

(2) 誓約兼同意書（様式第３

号） 

(3) 外国人介護人材雇用に

要した費用を証明する書類

の写し 

(4) 外国人介護人材が町内

雇用開始日か

ら６か月以内 



に居住していることを証明

する書類の写し 

訪問介護事業

支援金 

１ 燃料費補助金 

訪問介護支援提供に際

し、車両にて移動した距離

１キロあたり１５円を補助

する。ただし、１事業所あ

たり年間５０万円を上限と

する。 

(1) 誓約兼同意書（様式第３

号） 

(2) 訪問介護支援に使用し

た車両すべての車検証と各

車両の距離数実績簿等 

(3) サービス提供者一覧表 

(4) その他町長が必要と認

める書類 

現年度の９月

３０日まで 

前年度実績分

のみ申請可能

とする。 

２ 初期対応困難者補助金 

対象者１人につき４回

まで、１回につき５，００

０円を事業所に補助する。 

(1) 誓約兼同意書（様式第３

号） 

(2) 介護支援専門員又は相

談支援専門員が作成した支

援計画書及び基本情報一覧

表 

(3) 対応困難と判断できる

理由書等 

通年 

福祉有償運送

事業支援金 

１ 燃料費補助金 

福祉有償運送提供に際

し、車両にて移動した距離

１キロあたり１５円を補助

する。ただし、１事業所あ

たり年間５０万円を上限と

する。 

(1) 誓約兼同意書（様式第３

号） 

(2) 福祉有償運送支援に使

用したすべて車両の車検証

と距離数実績簿 

(3) 北海道運輸局に提出す

る、実績距離数を記載した

書類 

(4) その他町長が必要と認

める書類 

現年度の９月

３０日まで 

前年度実績分

のみ申請可能

とする。 

２ 車両保険料補助金 

福祉有償運送提供に使

用する車両１台あたり年間

２２，０００円を補助する。

ただし、申請時登録車両に

限る。 

(1) 誓約兼同意書（様式第３

号） 

(2) 福祉有償運送支援に使

用した車両すべての車検証 

(3) 北海道運輸局に提出す

る、登録車両を記載した書

類 

(4) サービス提供者一覧表 

(5) その他町長が必要と認

める書類 

現年度の６月

３０日まで 

現年度分のみ

申請可能とす

る。 



様式第１号（第５条関係） 

 年  月  日 

 

 白老町長 様 

               申請者  住 所                

                    氏 名                

                     （連絡先電話番号           ） 

 

白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金交付申請書 

 

 白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金交付要綱第５条の規定により補助金

の交付を受けたいので、必要書類を添えて申請します。 

補助金名 

※該当する項目に

「○」を付けてく

ださい。 

福祉介護職新規就業準備金  

介護従事者支援金 

町内移住者就労支援金  

外国人介護人材生活応援支援金  

訪問介護従事者応援支援金  

既申請回数  回  

キャリアアップ研修受講支援金  

外国人介護人材雇用費助成金  

訪問介護事業支援金 
燃料費補助金  

初期対応困難者補助金  

福祉有償運送事業 

支援金 

燃料費補助金  

車両保険料補助金  

補助金交付申請額 
              円 

【内訳】 

（添付書類） 

  白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金交付要綱別表第２に定める書類 

  ※その他必要に応じて添付書類を求める場合があります。 



様式第２号（第５条関係） 

 

雇 用（予 定）証 明 書 

 

住 所  白老町                                

 

氏 名               生年月日      年  月  日     

 

勤務先  

所属・職種 
所属 

職種 

雇用形態 常勤  ・  非常勤 

勤務時間 

平日 
午前 

午後 

  時  分  

～  

午前 

午後 
  時  分    

土曜日 
午前 

午後 

  時  分  

～  

午前 

午後 
  時  分    

その他 
午前 

午後 

  時  分  

～  

午前 

午後 
  時  分    

雇用期間 

(予定) 

       年  月  日から    年  月  日まで 

                   特に期間の定めなし 

連絡先（職

場） 
      －        （内線     ） 

 

上記のとおり雇用していることを証明します。 

年  月  日 

 

白老町長 様 

住  所 

事業所名 

代表者名                  



様式第３号（第５条関係） 

 

誓約兼同意書 

 

 

 

 私は、白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金の申請条件を理解した上で申請

し、申請書及び添付書類に記入した事項はすべて相違ないこと並びに補助金の返還を

求められた場合は、速やかに返還することを誓約いたします。 

 また、白老町が申請条件の審査を行うに当たり必要があるときは、審査の対象とな

る居住、納税、納付状況及び勤務実態等につき、白老町役場関係部署その他町内福祉

事業所等関係施設に必要な書類を閲覧させ、又はその内容を記録させることを求める

ことに同意いたします。 

  

 

 

 

     年  月  日 

 

 

 

申請者 

                  住 所 

                  氏 名                 

 

 

 



様式第４号（第６条関係） 

 

白  第  号 

  年  月  日 

 

            様 

 

白老町長        

 

 

白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金交付決定及び額確定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった白老町未来につなぐ福祉人材応援事

業補助金については、次のとおり交付することに決定し、額を確定しましたので通知

します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額   金          円 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

白老町長 様 

住 所                  

              申請者  

                   氏 名                 

                    （連絡先電話番号           ） 

 

 

白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金交付請求書 

 

     年  月  日付けで決定のあった白老町未来につなぐ福祉人材応援事

業補助金について、白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金交付要綱第７条の規

定により次のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 補助金交付請求額    金          円 

 

２ 振込先金融機関口座 

金融機関名 支店名  

預金種目・口座番号 普通・当座・その他 

フリガナ  

口座名義  

 


